
沖縄振興開発金融公庫（法人番号7360005000440）の役職員の報酬・給与等について（令和7年度)

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　③ 役員報酬基準の内容及び令和7年度における改定内容

理事長

副理事長

理事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和7年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入実
績を含む。）

当公庫は、沖縄県を対象地域とし、本土における政策金融機関の業務を一元的に担う総合的な
政策金融機関として、沖縄の経済の振興と社会の開発を金融面から支援している。

役員については、沖縄地域の金融・経済事情や国及び沖縄における広範な公共政策の動向な
どに識見のある者で構成されており、役員報酬については、国会の議決を経て承認された予算に
従い、国家公務員の指定職に準じた水準となっている。

役員報酬のうち、特別手当の額については、役員の勤務実績に応じ、増額又は減額することがで
きることとしている。

役員報酬は、下表のとおり、本俸、特別調整手当、通勤手当、特別手当から構成されて
いる。

令和7年度は、国家公務員に準じて次の改定を実施した。
・本俸の引上げ（＋14,000円～31,000円）。
・特別手当の引上げ（＋0.05ヵ月)。
・特別手当の支給基準は、下表のとおりである。

月額（単位：千円）

理事長 1,152

副理事長 990

理事 856

監事（非常勤） 512

ロ 特別調整手当 東京都特別区に在勤する役員　　　本俸月額×0.2

ニ 特別手当
｛本俸月額＋（本俸月額×0.45）｝×支給割合 （※）×在職期間

　　（※）令和7年度支給割合：3.50ヵ月

・監事（非常勤）については、特別調整手当、通勤手当、特別手当の支給はない

給与の種類 支給水準

イ 本俸

ハ 通勤手当
一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）

第12条第1項及び第2項の規定に準じて支給



２　役員の報酬等の支給状況
令和7年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,670 13,824 5,846 -

千円 千円 千円 千円

6,037 2,967 2,476 594 （特別調整手当）

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

1,375 （特別調整手当）

79 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

6,144 6,144 -           -           

注１：「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。

注３：各項目で端数処理を行っているため、各項目の合計が、総額と一致しない場合がある。

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

理事長
副理事長
理事
監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

注２：本表の「前職」欄の 「*」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者、「＊※」は
　　　退職公務員でその後独立行政法人等の退職者であることを示す。

6,249 3,423 2,141

監事
（非常勤）

令和7年4月1日

D理事 685 （特別調整手当）

F理事

10,533 6,876 2,203

G理事 14,616

（特別調整手当）

◇令和7年7月30日

◇

※

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

Ａ理事長 ※

C副理事長 令和7年6月28日 ◇13,359 9,009 2,548

B副理事長 令和7年6月27日 ◇

1,802

10,272 4,344 -

E理事 令和7年7月31日

-14,616 10,272 4,344

当公庫は、昭和47年の本土復帰以来、沖縄における政策金融を一元的・総合的に行っ
ている政策金融機関であり、国及び沖縄県の重点施策と一体となって沖縄の振興開発に
取り組んでいる。

したがって、当公庫の役員については、経済や金融についての高い専門性はもとより国
及び沖縄における広範な公共政策に関する幅広い知見が必要であり、そのような広範かつ
高度な見識を持つ人材を登用するためにも、国家公務員の指定職に準じた報酬水準は妥
当であると考える。

また、役員報酬については、国会の議決を経て承認された予算の範囲内で適正に執行し
ている。

役員の職務・職責や国家公務員指定職の俸給との比較等を踏まえると、現行の報酬水
準は妥当であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和7年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

法人での在職期間

判断理由

副理事長 該当者なし

理事 該当者なし

理事長

副理事長

理事

注：本表の「前職」欄の 「*」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の
　　退職者、「＊※」は退職公務員でその後独立行政法人等の退職者で あることを示す。

該当者なし理事長

役員報酬のうち、特別手当の額については、役員の勤務実績に応じ、増額又は減額することができるこ
ととしている。

今後についても、継続していく予定である。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和7年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

173  42.9 8,841 6,134 63 2,707

人 歳 千円 千円 千円 千円

173  42.9 8,841 6,134 63 2,707

人 歳 千円 千円 千円 千円

24 54.8 4,300 3,334 81 966

人 歳 千円 千円 千円 千円

8 50.1 3,960 2,901 75 1,059

人 歳 千円 千円 千円 千円

16 57.2 4,470 3,551 84 919

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。
注2：常勤職員については、「事務・技術」以外の職種の該当者がいないことから欄を省略した。
注3：在外職員、任期付職員、再雇用職員については、該当者がいないことから欄を省略した。
注4：嘱託とは、業務の繁忙等の事由により、専門性の高い業務を委嘱された者をいう。

注5：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額。
注6：「通勤手当等」は、通勤手当と在宅勤務等手当の合算。

嘱託

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

区分 人員 平均年齢
令和7年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

非常勤職員

事務・技術

給与水準については、社会一般の情勢に適合するよう、民間の給与水準等に準拠して定められて
いる国家公務員の給与水準等を勘案して、自律的・自主的な労使関係の中で決定している。

人事考課に基づき職員の勤務成績を昇給・昇格に反映させるとともに、奨励手当において半期毎
の勤務成績を反映させる仕組みとしている。

職員の給与については、給与規程第2条において、基本給及び諸手当を定めており、それぞれの区
分は以下のとおりである。

基本給：本俸、扶養手当、管理職手当

諸手当：特別都市手当、時間外勤務手当、管理職特別勤務手当、特地勤務手当、住居手当、通勤
手当、単身赴任手当、宿日直手当、在宅勤務等手当、期末手当、奨励手当

1.国家公務員に準じて次の改定を実施した。
①本俸の引上げ（平均2.85％）
②賞与の引上げ（＋0.05ヵ月）
③通勤手当の引上げ(距離区分に応じ＋200円～7,100円)
2.特別都市手当の支給を受けていた職員が転勤により東京都特別区以外の地域に在勤することと

なる場合は、当該転勤発令の日から1年を経過するまでの間、特別都市手当を支給(支給割合
×50％）



（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

20 52.8 12,171

15 27.9 4,837

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.1 48.5 50.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.9 51.5 49.2

％ ％ ％

         最高～最低 54.8～44.2 59.3～42.7 57.2～43.5

％ ％ ％

54.4 54.2 54.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.6 45.8 45.7

％ ％ ％

         最高～最低 46.8～43.6 51.3～40.1 49.2～41.9

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

④ 賞与（令和7年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

   ・本店・本部係員 5,797 ～ 4,528

② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。
以下、④まで同じ。〕

　　注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
　　注2：近年の新規採用は四大卒以上に限られており、入庫後１年未満の職員は本調査の対象から除外され
　　　　　ていることから、20～23歳の該当職員がいない。

③ 職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千円

　代表的職位

   ・本店、本部課長

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

14,431 ～ 11,076



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

・年齢勘案 121.3
・年齢・地域勘案 130.9
・年齢・学歴勘案 118.1
・年齢・地域・学歴勘案 128.8

３　離島地域の資金ニーズに対する対応
　当公庫は、多くの離島を抱える沖縄にあって、離島地域のニーズにきめ細かく対応
するため、宮古支店、八重山支店を有している。両支店の職員に対しては、国家公務
員に準じて特地勤務手当を支給しているが、その受給者の割合が国家公務員（行
（一））と比べて高くなっている。

４　沖縄県に本店を有することによる地域勘案指数への影響
　当公庫の本店（沖縄県）には、組織の中枢を担う役職層が多数勤務している。沖縄
県は、国家公務員における「地域手当の非支給地」に該当するが、同じ「地域手当の
非支給地」にある国の機関は、小規模な地方事務所が多く、役職層の割合が少ない
ことから、当公庫の地域勘案指数は高くなっていると考えられる。

 

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

１　高い専門性を有する人材の確保
　当公庫は、沖縄県のみを対象地域とし、本土における政策金融機関の業務を一元
的に担っているほか、沖縄の地域的な政策課題に応えるための独自の業務として、
産業基盤整備、地域開発事業への出融資や新事業支援のための出資業務を行って
おり、総合的な政策金融機関として、沖縄の経済の振興と社会の開発を金融面から
支援している。
　一般の金融機関が行う金融サービスを補完し、民間投資を促進するため、電力・空
港関連施設・ホテル等の地域開発事業や、中小・小規模事業者、農林漁業者の必要
とする長期資金を出融資しているほか、住宅・医療・教育等の生活分野における多様
な資金ニーズにも応えている。また、蓄積した経済・金融情報やノウハウの提供によ
り、各種の産業施策の立案やプロジェクトの企画形成の支援に加え、事業再生、創業
者の支援、新規事業育成のための出資にも積極的に取り組んでいる。
　限られた定員のなかでこのような業務を遂行するため、当公庫の職員には、幅広い
分野のより高い専門性に対応できる能力が必要であることから、大学卒以上を中心と
する職員採用を継続的に実施している。なお、職員の95.9％が融資、出資、管理、企
画、調査等の多様な業務を担う総合職職員となっており、国家公務員（行（一）大学卒
65.1％）に比べ大学卒の割合が高い。

２　総合政策金融機関としての執行態勢の確保
　当公庫においては、限られた人数で、高い専門性が求められる多様な政策金融を
一元的、効率的に実施するとともに、金融機関として求められている責任の下、適切
に業務を行う執行態勢の確保を図るため、相応の権限と責任を持った管理職職員を
一定数必要としていることから、管理職職員の割合が、国家公務員（行（一））と比べて
高くなっている。なお、当公庫の管理職職員は、組織のマネジメントのみならず、事案
によっては直接顧客との交渉にあたるなど、部下職員には困難な業務を直接遂行す
るプレイングマネージャーとしての役割も果たしている。

（学歴別の人員構成）

大学卒 短大卒 高校卒 中学卒

当公庫 95.9% 2.9% 1.2% -

国家公務員（行（一）） 65.1% 12.6% 22.3% 0.0%

注１：大学卒には、修士課程以上の修了者（6.4％）を含む。

注2：当公庫では、最終学歴が中学卒の職員はいないことから、「-」にて表示。

（管理職層の割合）
31.0% （支店課長級以上）
17.8% （俸給の特別調整額受給者）

（級別人員構成の割合）
20.5% （2等級以上）
5.6% （7級以上）

当公庫
国家公務員（行（一））

当公庫
国家公務員（行（一））

9.9%
0.7%国家公務員（行（一））

（特地勤務手当受給者の割合）
当公庫



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

講ずる措置

【講ずる措置】
　令和8年度においても、国における取組みを踏まえつつ、給与制度の不断の見直し
について、自律的・自主的な労使関係の中で取り組むこととしており、管理職職員等
の本俸引上げ幅の抑制等、給与水準の適正化に取り組む考えである。

【改善策】
　上述のとおり、国における取組みを踏まえつつ、給与制度の見直しについて、自律
的・自主的な労使関係の中で、給与水準の適正化に取り組む。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合8.0％】
（国からの財政支出額958百万円、支出予算の総額11,936百万円：令和7年度予算）
【累積欠損額なし（令和6年度決算）】
【管理職の割合 31.0％（常勤職員数 171名中53名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　95.9％（常勤職員数 171名中164名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額　24.0％】
（支出総額　8,451百万円、給与・報酬等支給総額 2,031百万円：令和6年度決算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
　当公庫はプロパー職員、国及び他政策金融機関からの出向者で構成される小規模
な組織であり、ラスパイレス指数の算定対象者となる1年超在籍者の職階構成が毎年
の人事異動で変動した影響等により、令和7年度の対国家公務員指数は121.3と前年
度（125.7）に比べ4.4ポイント減少した。
　給与水準については、上記の「国に比べて給与水準が高くなっている理由欄」にも
記載したとおりであり、給与は、国会の議決を経て決定された人件費予算の範囲内で
適正に執行・管理している。

（主務大臣の検証結果）
　　沖縄公庫においては、少ない人数で、日本政策金融公庫並びの融資業務に加
え、産業開発資金等の融資や出資といった幅広い業務を行うために、高度な専門性
を有する人材の確保を必要としており、令和7年度の対国家公務員指数は121.3と
なっている。引き続き、管理職職員等の本俸引上げ幅の抑制等を通じ、給与水準の
適正化に努めることが求められる。

（扶養親族がいない場合）
〇22歳（大卒初任給）
月額256,600円 年間給与3,854,772円

〇35歳（本店調査役）
月額414,100円 年間給与7,087,320円

〇50歳（本店課長）
月額624,000円 年間給与11,073,844円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当を支給。

モデル給与の月額及び年間給与は、本俸、管理職手当、特別都市手当、特地勤務手当を基礎
に算出している。

当公庫は、公正な処遇、人材育成、人材活用、組織目標の達成を目的とした人事考課制度を導
入しており、人事考課制度による職員の勤務成績を昇給・昇格に反映させるとともに、奨励手当に
おいて半期毎の勤務成績を反映させる仕組みとしている。

今後も、同制度を活用し、継続して取り組む考えである。



Ⅲ　総人件費について

当年度
（令和7年度）

前年度
（令和6年度）

千円 千円 千円 （％）

(Ａ)
千円 千円 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

注：各項目で端数処理を行っているため、各項目（（A）～（D））の合計が、総額（A+B+C+D)と一致しない場
合がある。

特になし

最広義人件費
3,052,981 3,146,423 △ 93,443 (△3.0%)

福利厚生費
510,424 518,002 △ 7,578 (△1.5%)

非常勤役職員等給与
392,775 374,929 17,846 (4.8%)

退職手当支給額
113,550 222,798 △ 109,248 (△49.0%)

給与、報酬等支給総額
2,036,232 2,030,694 5,538 (0.3%)

区　　分 比較増△減

①令和7年度においては、「退職手当支給額」が前年度比△49.0%となったこと等により、「最広義人件

費」は前年度比△3.0％となった。これは、退職者が減少したこと等が主な要因となっている。

②「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月7日閣議決定）及び「独立行政法人

及び特殊法人等における役職員の給与及び退職手当について」（平成29年11月17日事務連絡）に基

づき、平成30年1月から以下の措置を講ずることとした。

役員に関する講じた措置：平成30年1月1日以降は、△16.3％

職員に関する講じた措置：平成30年1月1日以降は、△16.3％

③総人件費については、国の動向等を踏まえ、必要な検討を行うほか、公庫独自の給与の見直しを進

めることとしており、これらにより総人件費抑制に取り組む考えである。

職員の令和8年度の定年年齢は62歳であり、国家公務員と同様に令和5年度から2年に1歳ずつ、令和

13年度に65歳となるまで段階的に引き上げる措置をとっている。

定年年齢の引上げに伴い、60歳に達した管理職職員は非管理職に降任する制度を設けているほか、

60歳に達した日後最初の4月1日以後の本俸は、7割水準を適用している。
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